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〈
研
究
論
文
〉下

毛
野
氏
の
鷹
書

i
i

他
流
儀
の
テ
キ
ス
ト
と
比
較
し
て
|
|

二
本
松

泰
子

は
じ
め
に

平
安
時
代
に
近
衛
府
の
下
級
役
人
を
世
襲
し
た
下
毛
野
氏
は
、
接
関
家
(
主
に
近
衛
家
)
の
随
身
と
し
て
家
人
化
し
て
い
っ
た
氏
族
で

あ
る
。
そ
の
方
で
同
氏
は
、
接
関
家
の
大
農
大
饗
に
お
い
て
「
鷹
飼
渡
」
を
勤
め
た
り
、
さ
ら
に
は
、
『
続
古
事
談
』
巻
第
五
、
『
古
今

著
聞
集
』
巻
二
ハ
、
『
徒
然
草
』
第
六
六
段
な
ど
に
「
鷹
餌
の
下
毛
野
氏
」
と
し
て
の
叙
述
が
見
え
る
等
、
鷹
飼
の
家
と
し
て
も
よ
く
知

ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
下
毛
野
氏
は
、
中
世
以
来
、
山
城
国
乙
訓
郡
調
子
庄
(
現
・
京
都
府
長
岡
京
市
調
子
)
を
領
知
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
代
々

当
地
に
居
し
た
調
子
氏
は
そ
の
下
毛
野
氏
の
直
系
を
称
し
、
調
子
家
文
書
と
称
さ
れ
る
古
文
書
群
を
倍
え
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
当
家
に

伝
来
し
た
と
さ
れ
る
腹
術
に
関
す
る
倍
官
官
(
薦
議
闘
)
が
現
存
す
る
。

稿
者
は
す
で
に
、
そ
の
調
子
家
所
蔵
の
腹
書
を
手
が
か
り
に
し
て
、
下
毛
野
氏
の
臆
術
伝
承
を
考
察
し
た
。
す
な
わ
ち
、
下
毛
野
氏
の

薦
書
は
、
神
事
に
関
わ
る
叙
述
が
特
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
同
氏
の
膝
術
が
神
事
に
関
わ
る
可
能
性
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
当
家
伝
来
の
騰
書
に
は
、
下
毛
野
氏
の
腹
術
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
情
報
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
携
え
た
縫
術
の
実



相
を
探
る
も
っ
と
も
有
効
な
手
立
て
と
な
り
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
も
ま
た
調
子
家
所
蔵

に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
前
稿
に
お
い
て
得
ら
れ
た
知
見
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
さ
ら
に
問

に
関
す
る
分
析
を
い
っ
そ
う
推
し
進
め
、

よ
り
詳
細
な
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
ち
な
み
に
、
前
稿
で
は
調
子
家
所
蔵
の
陵
書
に

見
え
る
象
徴
的
な
叙
述
に
つ
い
て
注
目
し
、

そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
下
毛
野
氏
の
鷹
術
の
本
質
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て

本
稿
で
は
、
他
の
薦
書
類
と
の
比
較
検
討
を
中
心
に
考
察
を
進
め
、
開
窪
田
の
相
対
的
な
特
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

従
来
、
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
鷹
飼
」
と
い
う
職
掌
に
お
け
る
下
毛
野
氏
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
、
複
雑
な
展
開
を
見
せ

る
鷹
飼
の
流
派
や
そ
の
属
性
に
基
づ
く
鷹
術
倍
承
の
諸
相
の
一
斑
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

下毛野氏の!際審(二本松)

『
鷹
飼
に
関
す
る
口
怯
』
第
一
条1
第
一
六
条

前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
長
岡
京
市
調
子
在
住
の
調
子
家
に
は
、
中
世
以
来
、
代
々
当
家
に
伝
来
さ
れ
た
数
百
点
に
及
ぶ
古
文
書
が

所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
京
都
大
学
の
文
学
部
博
物
館
に
も
調
子
家
関
係
の
文
書
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
も
と
同
一
の
文
書
群
で
、

両
者
を
総
称
し
て
「
調
子
家
文
書
」
と
よ
ば
れ
る
。
こ
の
調
子
家
文
書
の
存
在
自
体
は
、
比
較
的
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
本
格
的

な
謂
査
は
一
九
九
0
年
代
に
始
ま
っ
た
宮
沢
岡
京
市
史
編
纂
事
業
に
よ
る
。
そ
の
た
め
、
当
該
文
書
に
つ
い
て
は
、
市
史
編
纂
事
業
に
関
連

す
る
情
報
で
示
さ
れ
て
い
る
見
識
が
基
幹
と
な
る
。
そ
の
な
か
の
長
岡
京
市
史
資
料
集
成
I

『
長
岡
京
市
の
古
文
書
一
』
「
中
世
」
に
よ
る
と
、

一
調
子
家
に
伝
わ
る
薦
書
に
つ
い
て
、
『
鷹
飼
に
関
す
る
口
倍
』
と
仮
題
を
つ
け
た
上
で
「
年
不
詳
な
が
ら
中
世
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る

た
か
か
い
く
で
ん

腕
胤
餌
の
日
出
量
百
」
と
簡
単
に
触
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
(
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
も
『
膝
餌
に
関
す
る
日
出
』
の
書
名
で
統
一
す
る
)
。

そ
の
吋
鷹
銅
に
関
す
る
口
伝
』
の
内
容
と
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

第
一
条
1

第

六
条
u
u

騰
を
神
社
に
奉
納
す
る
手
順
や
藤
道
具
に
関
す
る
作
法
に
つ
い
て
。

第
一
七
条
1

第
四
九
条
H

鷹
の
薬
飼
に
つ
い
て
。



第
五
O
条
1

第
六
一
条
H

航
機
の
架
繋
ぎ
の
作
法
に
つ
い
て
。

第
六
二
条
1

第
六
五
条
H

躍
の
薬
飼
に
つ
い
て
。

第
六
六
条
1

第
七
七
条
H

騰
の
十
二
顔
に
つ
い
て
。

第
七
八
条
1

第
一
O

一
条
れ
れ
躍
の
薬
餌
・
療
治
に
つ
い
て
。

第 35 号 (2009)

五
O
条
1

第
六
一
条
H

条
1

第
一
六
条
日
「
騰
を
神
社
に
奉
納
す
る
手
顕
や
臆
道
具
に
関
す
る
作
法
に
つ
い
て
」
と
第

の
架
繋
ぎ
の
作
法
に
つ
い
て
」
と
い
っ
た
、
礼
法
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
「
躍
の
薬
飼
」
「
臨
胞
の
十
二
顔
」
「
鷹

」
の
う
ち
、
本
稿
が
扱
う
の
は
第

一
般
に
そ
の
叙
述
内
容
の
異
向
が
テ
キ
ス
ト
ご
と
に
激
し
く
、
比
較
検
討
が
難
し
い
項
隠
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

定
し
た
内
容
が
確
認
で
き
、
各
テ
キ
ス
ト
の
属
性
が
端
的
に
見
出
せ

の
療
治
」
に
つ
い
て
は
、

し
て
、
藤
宮
一
回
に
お
け
る
礼
法
の
記
述
は
、
流
派
ご
と
に
あ
る
程
度

る
。
『
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
に
お
い
て
も
、

ま
ず
は
礼
法
の
部
分
を
相
対
的
に
比
較
分
析
し
、
当
該
書
の
特
性
を
明
ら
か
に
し
て
み
る

日本語・臼本文化

こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
吋
臨
機
闘
に
関
す
る
口
伝
』
の
第

条
と
第
二
条
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

ほ
こ
を
や
し
ろ
の
左
に
お
く
へ
し
。

神
社
ほ
う
へ
い
の
た
め
に
騰
を
神
へ
た
て
ま
つ
る
に
は
、

か
ふ
き
の
も
と
、
同
や
し
ろ
の

方
に
成
て
ほ
こ
を
ゆ
ふ
へ
し
。

つ
な
き
ゃ
う
は
、

ゑ
つ
に
あ
り
。
大
お
の
ふ
さ
を
さ
か
さ
ま
に
す
る
こ
と
を
い
む
へ
し
。
鞭
と
鰐
袋

は
宮
司
に
渡
へ
し
。

ほ
こ
の
高
さ
間
尺
三
寸
ニ
分
。

は
し
ら
の
と
に
出
分
二
寸
ニ
分
。

ほ
こ
、
き
ぬ
の
す
ん
は
、

は
し
ら
の
あ
い
た
に
よ

か
ふ
き
、

る
へ
し
。
た
て
さ
ま
は

二
分
。
上
は
竹
に
ぬ
い
く
く
む
。
ぬ
の
、
は
し
を
、
う
ら
に
な
す
へ
し
。
す
そ
は
少
は
っ
す
へ
し
。

ぬ
い
あ
わ
せ
は
合
ぬ
い
に
し
て
、

一
一
と
を
り
つ
、
ぬ
ふ
へ
し
。
す
そ
の
か
た
を
三
寸
二
分
ぬ
い
に
す
。
き
く
と
ち
く
ろ
か
わ
な
り
。



四

お
の
う
ち
、
第
一
条
に
は
神
社
奉
幣
の
た
め
に
鷹
を
神
に
奉
る
作
法
が
記
載
さ
れ
、
第
二
条
に
は
、
架
に
関
す
る
寸
法
や
そ
れ
に
掛
け

る
布
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
え
る
。
実
は
、
こ
れ
と
非
常
に
近
似
し
た
叙
述
が
、
主
頁
際
似
鳩
拙
抄
』
に
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

下毛野氏の!夜祭(二本松)

か
ぶ
き
の
木
を
社
の
方
に
な
し
て
つ
な
ぐ
ベ
し

α

を
く
イ

常
の
ご
と
し
d

大
緒
の
ふ
さ
を
逆
に
す
る
事
を
殊
に
禁
ベ
し
q
器
調
凶
割
可
制
矧
吋
ぺ
剖
出
。
常
の
ご
と
し
。
又
擦
の
祈
祷
の

た
め
に
参
詣
申
つ
な
ぐ
事
有
。
つ
な
、
ぎ
様
は
小
鷹
つ
な
ぎ
な
る
べ
し
。

1
1
1
1
1
j
i
l
-
-
l
i
l
i
-
-
-
-
K
H
1
1
1
1
1
1
i
l
l
i
t
-
-
J

刈I
l
l
i
-
-
叶I
l
l
1
1
1
1
l
i
l
i
-
-

。

引
川
河σー
士
カ
さ
E
r
F二
一
一
\
一
交
カA
占
C
F
F

を
σ
-
A
T
i
c
k二
六
三
支
カ
ぶ
き
柱
よ
り
外
に
あ
ま
る
分
間
寸
八
分
。
惣
の
長

の
方
に
、

つ
な
ぎ
や
う
は

架
を
社
の

サ
六
尺
一
一
寸
。
の
た
か
さ
五
寸
六
分
。
お
も
て
の
ひ
ろ
さ
六
尺
ニ
寸
。
だ
い
の
た
か
さ
五
寸
六
分
。
お
も
て
の
ひ
ろ
さ
六
す
六
分
。

か
ぶ
き
に
つ
ぼ
が
ね
四
ッ
。
は
し
ら
に
一
づ
冶
う
つ
ベ
し
。
下
の
よ

お
も
て
の
両
の
は
し
を
お
と
す
べ
し
。
長
サ
ニ
尺
五
寸
ニ
分
。

は
し
を
蓑
の
う
ち
に
さ
し
と
む
る
な
り
。
作
木
な
る
べ
し
。
二
架
の
長
サ

尺
六
寸
。
つ
ぼ
が
ね
五

こ
木
は
筆
の
聞
に
し
て
、

丈

ッ
。
柱
の
つ
ぼ
間
前
。
鷹
は
本
。
兄
騰
は
末
に
つ
な
ぐ
ベ
し
。
坪
が
ね
う
た
ず
ば
臨
機
末
に
つ
な
ぐ
べ
し
。
架
の
木
は
槍
枠
を
ほ
ん
と

す
る
也
。

架
布
敷
は
柱
の
間
に
し
た
が
ふ
ベ
し
叫
|
竪
様
に
し
て
三
尺
三
寸
コ
矧
q
|
上
は
竹
に
ぬ
い
く
、
み

1

布
の
は
し
を
う
ら
に
な
す
べ

し
q
ー
す
そ
は
少
は
づ
す
べ
し
叫
|
縫
合
は
合
縫
に
し
て

1

ニ
と
を
り
づ
冶
ぬ
う
ベ
し

d
i

す
そ
の
方
を
三
寸
二
分
縫
に
し
て
き
く
と
ぢ
あ

り
q
|
く
ろ
革
に
て
お
も
て
の
か
た
に
む
す
び
め
あ
る
べ
し
。

と
ん
ぼ
う
む
す
び
あ
る
べ
し
。

ぬ
い
め
よ
り
上
は
み
じ
か
く
下
長
。
惣
長
さ
八
分
。
上
の
竹
の
き
わ
に

ロ
は
よ
に
な
る
べ
し
。
布
あ
さ
ぎ
に
そ
む
る
也
。
む
ら
さ
き
は
劉
酌
也
。
も
ん
を
つ
け
ば
虎
豹
を
付

ベ
し
。
と
ら
は
本
木
の
か
た
に
あ
る
べ
し
。

か
ぶ
き
と
架
布
の
間

寸
八
分
。

こ
れ
ら
の
記
事
を
比
較
し
て
み
る
と
、
『
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
第
一
条
・
第
二
条
は
、
豆
一
氏
騰
似
鳩
拙
抄
』
の
記
述
を
抄
出
し
た
よ
う



な
内
容
と
い
え
よ
う
。
『
責
臆
似
鳩
拙
抄
』
は
、
奥
警
に
持
明
院
基
春
の
署
名
と
永
正
三
年
(
五

O
六
)
二
月
の
年
号
が
あ
り
、
持
明

院
家
の
鷹
書
で
あ
る
吋
持
明
院
家
賠
秘
書
十
巻
』
第
五
巻
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
右
掲
の
記
述
は
、
割
控
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
基
春
が
旅
宿
の
た
め
に
抜
書
き
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
を
携
え
た
持
明
院
家
と
は
、
藤
原
北
家
中
御
門
流
の
会
家
の
一
族
で
あ
る
。
国
家
の
氏
祖
で
あ
る
基
頼
以
来
、
代
々
、

弓
馬
・
鷹
犬
の
道
に
通
じ
た
家
柄
と
さ
れ
、
『
持
明
院
家
鷹
秘
書
十
巻
』
を
は
じ
め
当
家
流
の
鷹
警
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

内
口
決
』
に
よ
る
と
、

第 35 号 (2009)

此
道
者
。
持
明
院
被
レ
預
一
一
申
譜
代
之
家
一
候
。

令
二
流
布
一
了

西
国
土
守
之
一
代
。
与
一
一
持
明
院
一
依
レ
為
ニ
内
縁
…
粗
被
二
倍
授
…
了
。
白
鷹
百
首
役
上

日本語・日本文化

と
記
さ
れ
、
酉
覇
中
守
家
と
姻
戚
関
係
が
あ
る
(
公
経
の
母
が
「
前
権
中
納
言
藤
原
基
家
卿
女
」
(
尊
卑
分
脈
)
縁
に
よ
り
、間
閣
寺
家
か

ら
鷹
術
を
伝
授
さ
れ
た
由
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

商
閣
寺
家
の
腹
術
を
も
継
承
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
持
明
院
家
は
、

の
臆
の
家
の
代
表
的
な
存
在
と
い
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
立
命
館
大
学
図
書
館
西
国
寺
文
庫
蔵
『
十
二
繋
図

外
四
巻
合
間
』
(
函
号
二
O
九
)
(
以
下
、
西
国
寺
文
臨
時
蔵
と
略
す
)
所

収
の
『
十
二
繋
図
』
は
、
右
掲
の
記
事
を
含
む
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
の
一
部
(
開
テ
キ
ス
ト
の
後
半
部
)
を
そ
の
ま
ま
転
写
し
て
い
る
。

問
書
は
奥
書
等
が
確
認
で
き
ず
、
伝
未
詳
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
が
、
一
丁
表
に
「
藤
井
蔵
闘
書
記
」
の
印
記
が
見
え
る
上
、
奥
書
に
も
「
藤

井
蔵
書
」

の
印
が
押
し
て
あ
る
。
こ
の
「
藤
井
」

の
一
丁
表
に
「
藤
井
蔵
書
」

西
閣
寺
文
節
蔵
の
『
西
園
寺
家
鷹
秘
伝
』
(
函
号
一
九
三
号
)

の
印
記
が
確
認
で
き
る
上
(
『
十
二
繋
闘
』
の
見
え
る
も
の
と
は
形
が
異
な
る
)
、
奥
警
に
も
ひ
ょ
う
た
ん
製

の
印
記
に
つ
い
て
は
、

の
印
の
上
に
「
藤
井
総
博
」

五

も
し
れ
な
い
。

の
署
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
西
閣
寺
文
庫
の
中
で
シ
リ
ー
ズ
的
な
テ
キ
ス
ト
の
一
つ
で
あ
る
か

ま
た
、
吋
地
下
家
伝
』
に
よ
る
と
、
藤
井
家
は
代
々
に
わ
た
っ
て
衛
門
府
の
衛
士
に
補
さ
れ
た
地
下
官
人
の
家
柄
で
あ
る



と
い
う
。
江
戸
時
代
に
は
京
都
の
有
職
家
と
し
て
知
ら
れ
、
た
と
え
ば
「
藤
井
総
博
」
に
つ
い
て
は
吋
賀
茂
祭
備
忘
』
『
賀
茂
臨
時
祭
記
』

吋
賀
茂
臨
時
祭
次
第
』
『
光
格
上
皇
修
学
院
御
幸
始
御
列
書
一
』
な
ど
の
著
設
闘
が
確
認
さ
れ
る
。

ま
た
、
吋
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
の
第
二
条
と
第
三
条
と
の
潤
に
は
、

口
傍
書
」
と
い
う
見
出
し
が
あ
る
。
こ
れ
は
第
三
条
以
降
の
内

容
を
一
括
し
て
称
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
本
書
の
第
一
条
と
第
ニ
条
は
別
項
目
と
し
て
特
設
さ
れ
た
叙
述
で
あ
り
、

に
お
い
て
特
別
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
判
じ
ら
れ
る
。

い
ず
れ
の
臆
書
に
お
い
て
も
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
る
叙
述
は
当
該
警
の
象
徴
的
な
内

下'f;野氏のj際慈(二本松)

容
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
下
弔
野
氏
の
謀
略
飼
に
関
す
る
口
伝
』
の
巻
頭
の
第
一
条
に
「
神
社
奉
幣
の
た
め
に
轍
織
を
神
に
奉
る
作

法
」
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
同
氏
の
臆
術
が
神
事
に
関
る
こ
と
と
響
き
あ
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
下
毛
野
氏
は
諸
闘
の

散
所
を
経
営
し
て
散
所
長
を
世
襲
す
る
な
ど
、
芸
能
者
や
下
級
宗
教
者
た
ち
の
長
的
な
家
柄
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

一
方
の
持
明

院
家
に
つ
い
て
は
、
実
態
と
し
て
神
事
に
携
わ
っ
た
痕
跡
は
確
認
で
き
な
い
。
『
車
貝
膝
似
鳩
拙
抄
』
に
「
神
社
奉
幣
の
た
め
に
鷹
を
神
に

奉
る
作
法
」
を
記
載
し
て
い
る
の
は
、
実
情
を
伴
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
上
に
お
け
る
情
報
の
引
用
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
想
像

さ
れ
る
。

次
に
、
吋
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
の
第
三
条
・
第
四
条
・
第
五
条
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

口
傍
書大

鷹
の
脚
緒
の
寸
六
尺
六
寸
也
。

兄
臆
の
大
を
の
寸
五
尺
五
寸
也
。

鶴
の
大
お
七
尺
七
寸
也
。

こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
騰
の
脚
緒
の
寸
法
(
第
三
条
)
・
兄
鷹
の
大
緒
の
寸
法
(
第
四
条
)
・
鶴
の
大
絡
の
寸
法
(
第
五
条
)
を
説
明
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
類
似
す
る
記
事
は
、
内
閣
文
庫
蔵
吋
持
明
院
家
康
秘
骨
一
一
回
十
巻
』
第
六
巻
(
商
号
一
五
回
三
五
四
)
に
以
下
の



よ
う
に
確
認
で
き
る
。

大
鷹
ノ
大
緒
ノ
長
サ

兄
臆
ノ
大
緒
ノ
長
サ

鶴
ノ
大
緒
四
尺
八
寸

ム
ハ
尺
六
寸
六
分

ク
ケ
革
両
方
二
寸
五
分
宛
ナ
リ
。

五
尺
五
寸
五
分

ク
ケ
革
両
方
へ
こ
寸
一
分
宛
也
。

ク
ケ
革
一
寸
八
分
宛
也
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
大
鷹
の
脚
緒
の
寸
法
・
兄
騰
の
大
緒
の
寸
法
・
鶴
の
大
絡
の
寸
法
に
関
す
る
記
事
が
吋
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
間
じ
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明
院
家
康
秘
書
十
巻
』
第
六
巻
は
、

順
番
で
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
寸
法
に
つ
い
て
も
吋
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
に
近
い
数
字
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
内
閣
文
庫
蔵
吋
持

そ
の
奥
書
に
持
明
院
基
春
の
子
息
で
あ
る
基
規
の
名
前
が
見
え
る
。

続
い
て
吋
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
の
第
六
条
・
第
七
条
・
第
八
条
・
第
九
条
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

日本語・臼木文化

鷹
な
ら
へ
て
つ
な
く
事
。
大
鷹
う
ら
木
に
つ
な
く
へ
し
。
兄
藤
本
木
に
つ
な
く
へ
し
。

大
騰
の
ゑ
ふ
く
ろ
に
鳥
を
さ
す
事
。
お
ん
鳥
お
は
ひ
た
り
の
あ
し
を
い
た
し
て
、

の
あ
し
を
は
ゑ
ふ
く
ろ
の
う
ち
ゑ
入
て
お

鳥
も
問
こ
と
な
り
。

く
也
。
同
め
ん
鳥
を
は
右
の
足
を
い
た
し
て
ひ
た
り
の
あ
し
を
餌
袋
の
う
ち
ゑ
入
へ
し
。
尾
羽
を
も
、

お
も
て
よ
り
見
せ
女
鳥
お
ん

大
鷹
あ
し
を
の
寸
。
長
さ
八
寸
、

鶴
の
む
ち
の
寸
。

こ
れ
は
、

は
ら
き
の
ひ
ろ
さ
八
分
。
間
兄
騰
の
あ
し
を
是
五
寸
。

は
ら
き
ひ
ろ
さ
五
分
。

一
尺
八
寸
也
。
問
お
く
時
の
む
ち
四
尺
七
寸
。
是
は
と
る
ち
く
と
も
に
此
分
也
。

そ
れ
ぞ
れ
騰
を
並
べ
て
つ
な
ぐ
作
法
(
第
六
条
)
・
大
鷹
の
餌
袋
に
鳥
を
さ
す
作
法
(
第
七
条
)
・
大
騰
の
足
緒
の
寸
法
(
第

に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
相
対
比
較
で
き
る
よ
う
な
相

ヂ七

八
条
)
・
鶴
の
鞭
の
寸
法
(
第
九
条
)



/¥ 

応
の
用
例
が
管
見
に
お
い
て
見
当
た
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
第
八
条
「
大
鷹
の
足
絡
の
寸
法
」
と
第
九
条
「
鵠
の
鞭
の
寸
法
」の
よ
う
な

鷹
用
具
に
関
す
る
決
め
事
は
、
た
と
え
ば
騰
の
薬
飼
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鷹
番
に
よ
っ
て
比
較
的
異
な
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
、

種
々
多
様
に
相
違
す
る
情
報
が
記
さ
れ
る
の
が

般
的
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
第
一
O
条
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

航
機
た
ぬ
き
の
長
さ
四
す
八
分
。
く
ち
の
ひ
ろ
さ
二
寸
八
分
。
驚
か
い
の
手
の
せ
い
に
よ
る
也
。
飽
は
あ
お
く
す
へ
し
。
へ
り
の

ひ
ろ
さ
四
分
也
。
問
手
く
る
み
は
さ
る
の
か
わ
を
ほ
ん
と
す
る
。

又
は
て
ん
の
か
わ
を
も
す
へ
し
。

下'é野氏の!関謬(二本松)

こ
れ
は
、
「
驚
た
ぬ
き
(
手
袋
)
」
の
寸
法
や
色
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
長
さ
は
四
寸
八
分
、

口
の
広
さ
は
こ
寸
八
分

と
示
す
一
方
で
、
銅
い
主
の
手
の
サ
イ
ズ
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
但
し
書
、
き
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
邑
は
普
く
す
る
べ
き
こ
と
、
「
さ
る

の
か
わ
」
も
し
く
は

疑
論
』
中
巻
に
見
え
る
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。

て
ん
の
か
わ
」
を
使
用
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
明
に
類
似
す
る
情
報
と
し
て
、

ま
ず
、
『
鷹
経
弁

或
開
。
轄
ト
云
ハ
如
何
様
ナ
ル
ゾ
ヤ
。

答
云
。
轄
ト
云
ハ
、

ヲ
撃
ル
ト
キ
、
腕
ノ
細
キ
所
ヲ
平
ニ
シ
テ
フ
マ
セ
ン
タ
メ
ニ
鵠
ノ
上
一
一
サ
ス
ナ
リ
。
青
色
ヲ
用
ル
コ
ト
モ
ア

川
。
是
ヲ
緑
ノ
構
ト
云
。
寸
法
長
四
寸
八
分
叫
|
底
二
寸
八
分
。
縁
ノ
ヒ
ロ
サ
四
分
叫
|
但
主
ニ
ヨ
ル
ベ
シ
。

又
云
。
長
サ
四
寸
五
分
。

ヒ
ロ
サ

分
。
掌
飼
ノ
ウ
デ
ニ
ヨ
ル
ベ
シ
。
又
云
。
袖
ノ
轄
ト
一
玄
ハ
貴
人
ノ
為
ナ
リ
。ナ
ベ
テ
ハ
緑
ノ
鵠
ヲ
用
ル
也
。
錦
ヲ
以

テ
購
ヲ
作
ル
コ
ト
モ
ア
リ
。
然
パ
文
集
ニ
云
。
錦
ノ
購
一
一
花
隼
ヲ
啓
一
一
ス
ト
イ
ヘ
リ
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
「
鱗
(
た
か
た
ぬ
き
ご
に
音
色
合
」
用
い
る
こ
と
も
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
上
、
寸
法
に
つ
い
て
は
、
『
鷹
飼
に
関
す



例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
飼
い
主
の
サ
イ
ズ
に
合
わ
せ
る
と
い
う
但
し
書
き
も
や
は

る
口
伝
』
と
ま
っ
た
く
同
じ
数
字
を

り
向
様
に
見
え
る
。
こ
の
吋
腐
経
弁
疑
論
』
も
ま
た
、
持
拐
院
基
春
の
著
に
な
る
持
明
院
流
の

膝
似
鳩
拙
抄
』
に
お
い
て
も
、

の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
『
責

薦
た
ぬ
き
の
事

な
が
さ
凹
寸
八
分
α

へ
り
の
ひ
ろ
さ
四
分
な
り
d

た
ゾ
し
大
か
た
ぬ
し
の
う
司
に
よ
る
ベ
し
。

ひ
ろ
さ
く
ち
二
寸
七
分
d

第 35 号 (2009)

と
見
え
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
『
航
機
朗
に
関
す
る
口
伝
』
と
ほ
ぼ
近
似
し
た
「
臆
た
ぬ
き
」の
寸
法
(
口
の
広
さ
の
み
二
寸
七
分
で
、
『
鷹

錦
に
関
す
る
口
伝
』
が

一
寸
八
分
と
す
る
の
に
若
干
棺
違
す
る
)
が
示
さ
れ
て
い
る
上
、
飼
い
主
の
手
の
サ
イ
ズ
に
合
わ
せ
る
べ
き
こ
と

も
問
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
内
閣
文
康
蔵
吋
持
明
院
家
鷹
秘
書
』
第
六
巻
に
も
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

日本言語・日本文化

な
か
さ
四
寸
八
分
d

ひ
ろ
さ
ニ
寸
七
分
d

へ
り
の
康
さ
四
分
也
叫
|
侭
大
方
主
の
う
て
に
よ
る
へ
しd

た
か
た
ぬ
き
の
事

こ
れ
に
よ
る
と
、
『
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
と
ほ
ぼ
近
い
「
た
か
た
ぬ
き
」
の
寸
法
(
や
は
り
口
の
広
さ
の
み

す
る
)
が
見
え
る
上
、
飼
い
主
の
手
の
サ
イ
ズ
に
合
わ
せ
る
べ
き
注
意
書
き
も
同
様
に
見
え
る
。

一
寸
七
分
で
若
干
招
違

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
藤
道
具
に
関
す
る
記
述
は
、
各
書
に
よ
っ
て
内
容
が
異
な
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
中
で
、
吋
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』

に
見
え
る
鷹
用
具
の
記
事
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
と
類
似
す
る
記
述
が
、
上
記
の
よ
う
に
持
明
院
流
の
テ
キ
ス
ト
群
に
集
中
し
て
見
出
せ
る

の
は
き
わ
め
て
稀
有
な
こ
と
で
あ
る
。
先
に
検
し
た
第
一
条
と
第
二
条
の
記
述
に
見
ら
れ
る
特
性
と
併
せ
て
、

や
は
り
『
鷹
飼
に
関
す
る

九

口
伝
』
は
、
持
明
院
流
(
公
家
流
)
の
謄
書
類
と
非
常
に
近
し
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
判
じ
ら
れ
よ
う
。

な
お
、
『
鷹
飼
に
関
す
る
口
倍
』
第
一
一
条
1

第
一
六
条
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。



。

一
鶏
を
は
さ
む
事
。

く
、
た
は
さ
み
や
う
、

か
み
よ
り
に
て
、

一
ゑ
に
ま
き
て
、
か
た
む
す
ひ
に
し
て
す
へ
を
き
、
口
む
す
ひ
め
は
、
鳥
の
右
に
あ
る
へ

一
尺
一
一
寸
よ
り
上
か
ら
は
さ
む
な
り
。
野
に
て
竹
な
と
の
な
き
時
は
、

を
き
す
、
き
の
く
る
し
か
ら
す
。
そ

の
と
き
は
、
む
す
ひ
め
う
し
ろ
に
あ
り
。
も
と
お
は

も
ん
し
に
き
る
。
す
へ
は
鳥
よ
り
上
三
こ
せ
は
か
り
お
く
へ
し
。
自
の
雪
紫

な
と
を
つ
け
る
事
も
あ
り
。
鶏
の
数
は
廿
三
十
七
、
又
は
五
十
を
一
さ
ほ
と
云
。

去
。
鳥
の
か
す
た
ら
ぬ
事
あ
ら
は
、
さ
き
を
そ
き
て
を
く
へ
し
。

又
ひ
と
く
し
と
云
事
あ
り
。
七
五
九
を

/
\
し
L
」

か
り
つ
ゑ
の
寸
四
尺
。

お
き
な
わ
二
十
ひ
ろ
。

し
き
に
は
十
八
ひ
ろ
。

又
二
十
ひ
ろ
也
。

下毛聖子氏のE奪三号(二本松)

お
を
の
色
。

は
る
は
し
ろ
し
、
秋
冬
は
青
し
。

臆
の
鳥
を
木
に
つ
く
る
事
。
中
容
は
桜
、
秋
冬
は
松
の
木
鼠
。

い
ぬ
の
や
り
な
わ
の
寸
の
事
。
犬
の
は
な
さ
き
よ
り
お
さ
き
ま
て
み
た
け
の
す
る
な
り
。

又
は
七
ひ
ろ
に
も
す
る
也
。
あ
ら

犬
事
。

」
れ
ら
は
、
鶏
を
は
さ
む
作
法
(
第
一
一
条
)
・
狩
杖
の
寸
法
(
第

条
)
・
置
縄
(
大
鷹
の
足
緒
)
の
寸
法
(
第
一
一
一
一
条
)
・
小
緒
(
鶴

四
条
)
・
臆
の
狩
っ
た
鳥
を
木
に
付
け
る
作
法
(
第
一
五
条
)
・
鷹
犬
の
や
り
縄
の
寸
法
(
第
一
六
条
)
に
つ
い
て
説

明
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
第
一
五
条
の
「
膝
の
狩
っ
た
鳥
を
木
に
付
け
る
作
法
」
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
鷹
狩
り
に
お
い
て
よ

の
緒
)
の
色
(
第

く
知
ら
れ
た
礼
法
で
、
属
性
を
関
わ
ず
類
似
の
用
例
は
膨
大
に
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
、
第
一
一
条
「
鶏
を
は
さ
む
作
法
」
・
第
二
一
条
「
狩

杖
の
寸
法
」
・
第

「
置
縄
(
大
鷹
の
足
緒
)

の
色
」
・
第
二
ハ
条
「
鷹
犬
の
や
り
縄
の

の
寸
法
」
・
第
一
四
条
「
小
緒
(
鶴
の
緒
)

寸
法
」
に
つ
い
て
も
、
他
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
種
々
記
載
さ
れ
て
お
り
、

致
し
て
い
な
い
。

そ
の
説
明
は



『
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
第
五
O
条
1

六
一
条

次
に
、
『
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
の
第
五

O
条
か
ら
六
一
条
(

一
一
一
丁
表
1

一
一
了
表
)
ま
で
に
描
か
れ
て
い
る
架
繋
ぎ
の
図
に
つ
い

て
確
認
し
て
み
る
。
問
書
に
見
え
る
架
繋
ぎ
の
種
類
は
全
部
で
二
一
項
目
あ
る
。
こ
れ
と
も
っ
と
も
近
似
す
る
架
繋
ぎ
の
礼
法
が
確
認
で

一
了
表
、
ニ
二
了
表
、
二
四
丁
表
1

一
一
七
丁
表
に
掲
載
さ

き
る
の
は
、
管
見
に
お
い
て
内
閣
文
庫
蔵
『
持
明
院
家
鷹
秘
書
』
第
六
巻
の
一

れ
て
い
る
一
…
九
種
類
の
架
繋
ぎ
の
図
で
あ
る
。
そ
の
図
柄
も
ま
た
『
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
と
よ
く
似
て
お
り
、
単
調
な
棒
線
と
記
号
で

構
成
さ
れ
て
い
る
。
次
に
類
似
す
る
礼
法
が
見
え
る
の
は
、

西
園
寺
文
庫
蔵

繋
図
』
の
一
丁
表
1

六
了
裏
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
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一
種
類
の
架
繋
ぎ
の
図
で
あ
る
。
同
蓄
に
見
え
る
架
繋
ぎ
の
国
柄
そ
れ
自
体
は
、
『
臆
飼
に
関
す
る
口
伝
』
や
内
閣
文
庫
蔵
『
持
明
院

家
臆
秘
書
』
第
六
巻
と
は
全
く
異
質
で
写
実
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
繋
ぎ
方
に
つ
い
て
は
、
両
議
と
き
わ
め
て
近
い
作
法
が
多
く

確
認
で
き
る
。

そ
こ
で
、
吋
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
第
五
O
条
1

六
一
条
に
見
え
る
架
繋
ぎ
の
図
一
一
一
項
目
の
そ
れ
ぞ
れ
の
礼
法
に
つ
い
て
、

よ
く
似

日本言語・日本文化

た
図
示
を
掲
載
す
る
内
閣
文
庫
蔵
『
持
明
院
家
薦
秘
書
』
第
六
巻
と
商
関
寺
文
庫
蔵
『
十
二
繋
図
』
の
該
当
部
分
を
比
較
対
象
と
し
て
取

り
上
げ
る
。
さ
ら
に
そ
の
…
方
で
、
『
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
と
は
異
質
な
作
法
を
一
不
す
も
の
と
し
て
、
内
閣
文
庫
蔵
『
宇
津
宮
流
臆
之
宮
一
回
・

坤
』
(
函
号
一
五
回
i

一
一
…
一
一
一
入
)
の
一
一
丁
裏

1

一
一
八
了
表
に
見
え
る
架
繋
ぎ
の
園
と
『
荒
井
流
臆
書
』
に
掲
載
さ
れ
る
架
繋
、
ぎ
の
図
も
取
り

上
げ
る
。
内
閣
文
庫
蔵
吋
宇
津
宮
流
康
之
官
一
回
・
乾
坤
』
は
、
「
宇
都
宮
流
」
を
冠
し
た
書
一
名
を
持
つ
薦
書
で
あ
る
も
の
の
、
奥
世
一
一
酉
に
「
大

の
名
前
が
見
え
る
。
こ
の
大
宮
新
蔵
人
宗
勝
と
は
、
諏
訪
・
大
宮
流
の
流
れ
を
汲
む
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
コ
況
井
流

そ
の
著
者
で
あ
る
荒
井
豊
前
守
は
禰
津
松
鶴
軒
の
高
弟
で
、
諏
訪
・
禰
津
流
の
流
れ
を
汲
む
謄
錦
で
あ
る
。

官
新
蔵
人
宗
勝
」

に
つ
い
て
は
、

つ
ま

り
、
両
議
一
は
ど
ち
ら
も
諏
訪
の
流
犠
亨
記
載
し
た
テ
キ
ス
ト
な
の
で
あ
っ
た
。
次
に
、
『
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
と
上
掲
の
四
種
類
の
鷹

に
見
え
る
架
繋
ぎ
の
図
を
掲
げ
、
そ
れ
ら
を
相
対
比
較
し
た
簡
略
な
一
覧
表
を
挙
げ
る
。
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:
ほ
ぼ
一
致
し
た
繋
ぎ
方
の
作
法
が
図
示
さ
れ
て
い
る
。O
i
-
-
-よく
似
て
い
る
が
や
や
相
逮
す
る
繋
ぎ
方
の
作
法
が
図
示
さ
れ
て
い
る
。

く
相
逮
す
る
繋
ぎ
方
の
作
法
が
図
示
さ
れ
て
い
る
。

×
:
:
:
ま
っ
た

日本言語・日本文化

さ
て
、
こ
の
一
覧
表
に
よ
る
と
、
『
臆
餌
に
関
す
る
口

に
見
え
る
架
繋
ぎ
の
図
は
、
「
一
ご

の
項
闘
に
挙
げ
ら
れ
た
「
く
ら
い
の

人
の
臆
」
を
除
い
て
、
す
べ
て
内
閣
文
庫
蔵
『
持
明
院
家
鷹
秘
窓
口
第
六
巻
の
架
繋
ぎ
の
図
と
対
応
す
る
。

や
は
り
、
架
繋
ぎ
の
礼
法
に

お
い
て
も
持
明
院
流
の
薦
書
と
も
っ
と
も
近
し
い
内
容
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
次
に
、

西
国
寺
文
庫
蔵
『
十
二
繋
図
』
に
掲
載

さ
れ
る
架
繋
ぎ
の
図
と
の
比
較
に
お
い
て
も
、

の
項
目
の
「
や
ま
か
へ
り

白
鷹

又
も
ろ
か
へ
り
共
云
」
と
「
一
一
」

の
「
く
ら
い
の
人
の
鷹
」
と
「
一
一
一
」

の
項
目

の
項
目
の
「
神
参
鷹
」
を
除
い
て
す
べ
て
の
項
目
が
対
応
し
て
い
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

西
国
寺
文
庫
蔵
『
十
二
繋
図
』
は
、
京
都
在
住
の
有
職
家
の
蔵
申
請
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
の
架
繋
ぎ
の
礼
法
が
教
養
的
な
有
職
故
実

の
知
識
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
よ
う
。

そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
諏
訪
流
の
流
れ
を
汲
む
薦
書
の
内
閣
文
臨
時
蔵
『
宇
津
宮
流
鷹
之
書
・
坤
』
と
『
荒
井
流
陵
書
』
の
架
繋
ぎ
に
は
、



一回

吋
鷹
飼
に
関
す
る
口
倍
』
と
一
致
す
る
繋
ぎ
方
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
唯
一
、
「
六
」の
項
目
に
挙
げ
ら
れ
た
「
と
お
り
鷹
」
の
繋
ぎ
方
が
一

致
す
る
の
み
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
吋
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
と
内
閣
文
庫
蔵
君
子
津
宮
流
鷹
之
書
・
坤
』
『
荒
井
流
鷹
畳
一
一
回
』
で
は
、
繋
ぎ

方
を
一
市
す
注
記
か
ら
し
て
、
内
閣
文
庫
蔵
吋
持
明
説
家
薦
秘
書
』
第
六
巻
や
西
閣
寺
文
庫
蔵
『
十
二
繋
図
』
ほ
ど
一
致
す
る
も
の
が
多
く

亡
、
。

え
し

「
七
」
「
八
」

ま
Tこ

ご
の
項
目
の
よ
う
に
、
同
様
の
注
記
が
あ
っ
た
と
し
て
も
繋
ぎ
方
は
全

た
と
え

」一

く
異
な
っ
て
い
る
か
、
「
九
」
の
項
目
の
よ
う
に
繋
ぎ
方
が
同
じ
で
も
注
記
の
内
容
が
相
違
し
て
い
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

『
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
に
見
え
る
架
繋
ぎ
の
礼
法
は
、
諏
訪
流
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
議
離
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
、
内
閣
文
庫
蔵
『
持
切
院
家
賠
秘
書
』
第
六
巻
に
は
、
『
鷹
飼
に
認
す
る
口
伝
』
の
「
三
ご
の
「
神
参
陵
」
の
項
目
に
対

下毛聖子氏の!際怒(二本松)

応
す
る
「
に
へ

費
鷹
」
(
国
m
m
)は
、
「
臆

費
鷹
」
(
関
加
)
と
い
う
架
繋
ぎ
の
図
が
示
さ
れ
て
い
る
。

一
覧
表
に
示
し
た
と
お
り
「
に
へ

飼
に
関
す
る
口
伝
』
ご
二
」

「
神
参
賎
」
で
図
示
さ
れ
る
繋
ぎ
方
と
類
似
し
て
い
る
。
こ
こ
で
開
題
な
の
は
、
前
節
で
も
述
べ
た
よ

の

う
に
、
持
明
院
家
の
鷹
術
が
神
事
と
無
縁
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
「
賛
膝
」

の
架
繋
ぎ
の
図
を
テ
キ
ス
ト
に
掲
載
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
も
ま
た
、
実
際
に
必
要
な
陵
術
の
礼
法
と
し
て
で
は
な
く
、

テ
キ
ス
ト
上
の
知
識
と
し
て
採
り
こ
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

や
は
り
、

両
家
の
露
骨
…
閣
の
テ
キ
ス
ト
、
か
近
し
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
一
証
左
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

以
上
に
お
い
て
、
地
下
の
鷹
飼
と
し
て
知
ら
れ
た
下
毛
野
氏
の
鷹
術
に
つ
い
て
、
向
氏
伝
来
と
さ
れ
る
鷹
番
一
に
つ
い
て
他
の
テ
キ
ス
ト

と
の
比
較
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
。
下
毛
野
氏
の
鷹
書
は
、
腕
鴎
術
に
お
け
る
礼
法
な
ど
の
有
職
故
実
的
な
記
述
に
つ
い
て
、
持
間
関
院
家

の
臆
書
類
に
も
っ
と
も
近
似
し
て
お
り
、
次
い
で
京
都
の
有
職
家
の
蔵
書
と
も
よ
く
似
た
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

方
で
、

諏
訪
流
の
腹
帯
一
一
国
類
に
掲
載
さ
れ
る
礼
法
と
は
ま
っ
た
く
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
。
同
警
は
相
対
的
に
京
都
の
公
家
(
持
明
院
家
)や
有
職

家
た
ち
の
鷹
術
伝
承
に
近
い
特
性
を
持
つ
こ
と
が
判
じ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
江
戸
時
代
末
期
に
栗
原
榔
庵
が
著
し
た
『
柳
庵
雑
筆
』
第
こ
に
は
、
当
世
の
鷹
術
に
関
す
る
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。



尺
素
生
来
に
、
去
頃
両
御
所
桜
狩
の
た
め
、
禁
野
片
野
辺
に
御
山
山
た
る
べ
く
候
、
嘗
道
相
伝
練
習
の
家
1々
1

圏
中
将
、
坊
門
少
将
‘

楊
梅
侍
従
以
下

v

井
に
御
陪
身
は
泰
、
下
毛
野
等
の
臆
掌
と
一
去
は
、
公
家
の
鷹
毘
な
り
。

こ
れ
に
よ
る
と
、

一
条
兼
良
の
『
尺
索
往
来
』
か
ら
の
引
用
と
し
て
、
鷹
術
伝
来
の
家
々
に
は
、
国
家
、
坊
門
家
、
楊
梅
家
な
ら
び
に

御
随
身
の
秦
氏
と
下
毛
野
氏
等
の
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
「
公
家
の
薦
掌
」
で
あ
る
と
叙
述
す
る

(
こ
の
「
公
家
の
鷹
掌
」

と
い
う
説
明
は
、
出
典
で
あ
る
『
尺
素
往
来
』
に
は
見
ら
れ
な
い
)
。
こ
の
場
合
の

は
「
こ
う
け
」
と
訓
ん
で
朝
廷
を
さ
す
も

「
公
家
」

第 35 号 (2009)

の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
園
家
は
持
明
院
家
の
庶
流
で
あ
り
、
坊
門
家
は
持
明
説
家
と
同
じ
中
御
門
流
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
『
柳

庵
雑
筆
』
の
記
事
が
示
し
て
い
る
よ
う
な
、
園
家
な
ど
の
公
卿
の
鷹
飼
と
下
毛
野
氏
と
が
同
じ
「
朝
廷
の
鷹
飼
」
と
し
て
一
括
さ
れ
る
認

識
は
、
下
毛
野
氏
の
吋
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
と
持
明
説
家
の
腹
書
類
と
の
内
容
が
近
似
し
て
い
る
こ
と
と
一
脈
通
じ
て
お
り
、
示
唆
的

で
あ
る
。

日本語・日本文化

な
お
、
そ
の
よ
う
な
両
家
の
鷹
番
の
近
似
性
か
ら
想
像
さ
れ
る
下
毛
野
氏
と
持
明
院
家
を
始
め
と
す
る
堂
上
の
騰
飼
た
ち
と
の
交
流
関

係
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
未
詳
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

一五

註※
引
用
資
料
に
つ
い
て
は
、
適
宜
、
私
に
句
読
点
を
檎
っ
た
。

(
I
)
森
末
義
彰
「
散
所
考
」
(
「
史
学
雑
誌
」
五
O
の
七
・
八
、
後
に
司
中
世
の
社
寺
と
芸
術
』
〈
畝
傍
書
房
、
一
九
四
一
年
一
一
月
〉
所
収
)
、
一
本

松
泰
子
「
下
毛
野
氏
の
際
術
伝
承
山
城
国
乙
訓
郡
-
調
子
家
所
蔵
の
鷹
蓄
を
手
が
か
り
に
|
」
(
「
立
命
館
文
学
」
第
六
O
七
号
、
二
O
O
八
年

八
月
)
。

『
長
岡
京
市
史
』
資
料
編
…
一
「
古
代
・
中
世
・
家
わ
け
」
(
長
岡
京
市
役
所
、
一
九
九
二
年
三
月
)
ほ
か
。

長
岡
京
市
史
資
料
集
成
I

『
長
問
京
市
の
古
文
書
』
(
長
岡
京
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
九
年
三
月
)
。

3 2 



~ 

-ハ下毛聖子氏のj稜謬(二本松)

(
4
)
 
同
議
の
卦
一
間
誌
は
以
下
の
と
お
り
。

①
所
蔵
京
都
府
長
岡
京
市
調
子
武
俊
氏
(
調
子
八
郎
家
文
書
八
)

②
寸
法
等
縦

m
・
4
糠
。
横
田
・6
糠
。
横
木
。

③
丁
数
三
一
一

j

④
行
数
学
薬
九
行

1

一
八
行
。
都
市
罫
。
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
。

⑤
目
録
三
了
葵
七
行

1

四
丁
袈
八
行
に
第
一
項
か
ら
第
一
ニO
項
ま
で
の
白
銀
有
り
。

⑥
外
題
，
な
し
。

⑦
内
題

③
奥
世
帯

⑨
内
容

な
し
。

(
5
)
 

(
6
)
 

丁
表
末
尾
に
「
水
摘
才
表
千
代
丸
」
。

腕
臓
の
薬
飼
や
大
絡
の
結
び
方
な
ど
、
臨
機
飼
の
故
実
に
つ
い
て
約

関
す
る
図
な
ど
有
り
。

『
続
群
書
類
従
』
第
一
九
輯
中
所
収
。

『
放
概
略
』
「
鷹
雪
解
題
」
(
宮
内
省
式
部
職
編
、
古
川
区
文
館
、
一
九
一
一
二
年
一
一
一
月
)
。

『
群
書
類
従
』
第
二
七
絡
所
収
。

日
本
古
典
全
集
第
六
期
之
内
司
地
下
家
出
陣
一
』
。

早
期
世
帯
総
図
録
著
者
別
索
引
』
(
森
末
義
彰
等
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
一
一
一
月
三

中
原
俊
章
「
中
投
随
身
の
存
在
形
態
!
槌
身
家
下
毛
野
氏
を
中
心
に
し
て

i

」
(
「
ヒ
ス
ト
リ
ア
」
第
六
七
号
、
一
九
七
五
年
六
月
)
な
ど
。

こ
の
よ
う
な
下
毛
野
氏
の
鷹
警
と
持
明
院
家
の
鷹
番
に
お
け
る
抽
何
事
に
関
す
る
記
載
の
問
題
点
に
つ
い
て
は

(
l
)
の
拙
稿
参
照
。

吋
続
群
書
類
従
』
第
一
九
続
中
所
収
。

吋
続
群
書
類
従
』
第
一
九
相
判
中
所
収
。

吋
放
闘
機
』
第
一
篇
「
放
騰
」
「
一
一
十
一
騰
の
流
派

(
弘
)
に
同
じ
。

『
日
本
随
筆
全
集
』
第
七
巻
(
国
民
図
書
、

0
0
項
目
が
記
さ
れ
て
い
る
。
大
絡
の
結
び
方
や
鳴
の
体
に

(
7
)
 

(
8
)
 

(
9
)
 

(
叩
)

(
日
)

(
ロ
)

(
日
)

(
M
)
 

(
お
)

(
お
)

そ
の
三

大
宮
口
流
」
。

一
九
二
七
年
二
一
月
)
所
収
。



〔
付
記
〕

本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
(
基
盤
研
究

C

、
諜
題
番
号
2
0
5
2
0
1
8
9

、
研
究
代
表
者

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
鷹
狩
り
、
腕
胸
骨
一
回
、
下
毛
野
氏
、
調
子
氏

第 35 号 (2009)認本認・日本文化七

中
本
大

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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調
子
八
郎
家
所
蔵
吋
鷹
銀
に
開
削
す
る
口
伝
』
(
一
一
一
一
丁
オ
1

一
二
丁
オ
)
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出
向
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康
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審
』
第
六
〈
一
二
丁
オ
、
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F
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T
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す
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ぃ
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z
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f
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伶
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v
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の
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L
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2
8
T
i
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f
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'
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看
守
7
2

て
?
?
し

人
叶
T
t

仏
4

く
い
っ
2

」
奇
的
，
t
F

ん
s
t
γ

一
久3
i
{

守
司
、
'
b
b
4

の
あ

!
+
?
?
t
z孔

モ

5
2
h
z
l
Z
4
7」
一A
J

心
w
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古
m
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え
人
1

ハ
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i
1
L
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9
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例
止
、

‘
な4
仏
地
問
、
宇
2
5
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7

2
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4
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1

二
七
丁
オ
〉

{
紘
1
J

て
骨

'
K
2
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干
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、
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t
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へ
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を
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{
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忌手よJぜ江主ム§ミ5

欝

立
命
館
大
学
医
繋
館
酒
劉
寺
文
康
蔵
『
十
一
一
繋
図

随 l

斜
計
出

反
険
性

外
四
巻
ム
ロ
冊
』
(
一γ
オ
1

六
丁
ウ
)

図 2

1, 

品ち

f 
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資
料
5

『
荒
木
流
騰
審
』

第 35 号 (2009)

底
乞
な
ら
べ
τ
，

m
M
阪
総
し
τ

ぽ
分
の
《
代
は
，
a

庶
た
る
忽
の
本
木
の
刀
に
・
大
u
m胸
部
る
托
の
け
℃
・

綾
の
先
乞
外
へ
し
τ

可
叡
・
問
え
は
人
の
た
か
と
枕

が
底
の
m
k
分
る
忽
山
u
，

-
m
Eの
伎
は
替
協
に
つ
な
宮
伐
の
事

誕
燃
は
木
比
九
・
め
が
け
は
本
木k
a
へ
し
.
島
原
認

は
氷
ホ
・
山
鈎
依
本
本
・
務
総
宮
本
木
.
u局
槽
侃
底
本
本

代
刷
版
ベ
し
・
但
俸
の
A
M
gに
よ
っ
包
有
べ
し
・
此
位

k
m踊L
e心
得
乞
河
隠
者
也
.

込
111 
本

日本語・臼本文化

山
桝
鈎9

底
本

二.n

開一

本
木
の
方
比
例
以
なb
k
.艇
の
先
を
微
な
b

に
・
米

本
の
方
へ
し
〈
可
涼
也.
M恨
の
寸
尺
はL
4分
忌
尺

八
寸
λ
A
W・
中
分
成
尺
八
寸
・
下
分
一
尺
入
寸
八

-
h
M
m防
総
億
級
建
終
の
寸
の
涼
一
分
・
訟
に
は
町
一
語
寸
忽
介
治
と
し
也
・
小
広
被
は
三
尺

白
隊
現
代
は
火
総b
z
Z叫
《
3
9

怠
げ
ペ
し
・
-
一
気
寸
&
.

協
を
ば
本
本
代
匂
べ
し
・
維
な
ら
ば
末
木
K
M
Uべ
一ω
泊
長
胤
断
続
崎
広
域
一
。
民
燃
総
の
本

し
・
吹
か
れ
ν
b
徹
底
刷
用
ゆ
也
姐
眠
m
mて
械
を
a
m

二
m切
に
て
泊
ら
ず
し
て
返
る
は
ほ
，
〈a
b

た
る
郎
、

図 4
白
aι 

r 
b
z引
返
し
・
大
絡
先
を
叩
つ
に
紡
J
L盆
也
・
泊
俗
比

て
は
つ
隊
一
乞
と
セ
3
J
'し
d
L・
大
絡
先
セ
げ
簡
は
M
W

る
也
・

白
鼠
震
の
焼
庶
仏
怖
の
忠
一

民
つ
な
事
て
館
側
の
m
.
際
て
匁
s
h
u
b
z
ば
〈
争

五
ω間
三
《
事
島
氏
本m
t
・
火
絡
を
こ
比
分τ・
M
m

の
乎
K
M
Wて
m
e
幻
也
・
紘
一
は
も
留
・
及
拡
は
客
人

的
人
有
鈴
・a
-
-ど
二
代A
Wて
丸
ず
る
心
也
.

総
玄

戸
川
怖ωと
O
K
広
制
限
秘
も
訂
防
府
伐
の
w
o

図 2 鍋

底

図 3 泊

箆
選

一
旅
訪
の
抑
制
収
誌
を
崎
市ψ

サ
は
h
M筏
波
放
に
宅
配
に
も
し
て

K

切
付
壬
曇
ら

せ
た
る
也
a

首
位
は
沼
一
新
設
と
℃
せ
ね
山
U
-
E
b
L
術

上
て
日
.
島
町
の
本
代
て
す
心
の
も
ん
を
じ

'
d
m

へ
・
亦
維
の
さ
心
に
て
五
必
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Textbook of the Falconry Handed Down to 
Shimotsukeno Clan 

-Compared it with the Textbooks of Other Styles-

Yasuko NIHONMATSU 

It is said to have owned Yamashiro-no-kuni Otokuni-gun choshi-no-sho (cur­
rent Nagaokakyo-shi) since the twelfth century the Shimotsukeno whole families. 
And I insist on Choshi clan who lived in this ground from generation to genera­
tion when it is the descendant of the Shimotsukeno whole families and can stream 
down ancient documents group called "the Choshis document". A book of secrets 
about falconry said to have been transmitted in that in Choshi clan exists. By this 
report, I took it up about textbook of the falconry which the Choshi clan pos­
sessed and tried analysis about the text and detailed examination. I pushed for­
ward consideration mainly on comparison with the other textbooks of the fal­
conry and clarified a relative characteristic of the ibidem to be concrete. 

By this report in particular, I took it up about "manners to tie a falcon to a tree" 
about "manners tool to use by falconry" to give a falcon to God" from textbook of 
the falconry of the Shimotsukeno whole families. The description about the action 
that textbook of the falconry of such Shimotsukeno whole families writes down 
resembles the falcon documents of the Jimyoin whole families who are the whole 
families of the falconry of the court noble most. And it is the text which a scholar of 
Kyoto possessed to be similar next. On the other hand, contents are different from 
the action carried by the text of the falconry conveyed at a place called Suwa at all. 
Textbook of the falconry of the Shimotsukeno whole families can judge that I rela­
tively have the characteristic that is near to tradition of the falconry of court noble 
(Jimyoin clan) and scholars of Kyoto about an article of culture such as the action. 

Based upon the foregoing, I was able to confirm the characteristic of the Shi­
motsukeno whole families in the occupation called "the falconry" that had been 
hardly elucidated conventionally. In other words that the falconry of the Shimot­
sukeno whole families has the falconry of the court noble of Kyoto and near 
contents is expected. Shimotsukeno clan is low social position, but it attracts at­
tention in the technology called "the falconry" to have the culture of the court 
noble and a crossing characteristic. 




